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   墨田区印鑑条例の一部を改正する条例 

 墨田区印鑑条例（昭和５０年墨田区条例第３２号）の一部を次のように改正する。 

 第２０条中「個人番号カード」の次に「又は電気通信事業法（昭和５９年法律第８

６号）第１２条の２第４項第２号ロに規定する移動端末設備」を加え、「入力する」

を「入力し、又はこれに代わる認証を行う」に改める。 

   付 則 

 この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。 


